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１ 制度の対象 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 都内供給面積が 20,000 ㎡以上

となった翌年度に建設等する

建築物に対して、義務がかかる

のか。 

都内年間供給面積が 20,000 ㎡以上と

なる年度において義務対象者となり、

その年度に建設等する建築物に再エ

ネ設置基準等が適用されます。 

例えば、令和７年度の都内年間供給面

積が 20,000 ㎡以上である場合、令和

７年度に建設等する建築物に対し基

準等が適用されます。 

 

２ 一度、都内年間供給面積が

20,000 ㎡以上となり義務対象

者になると、それ以降の年度も

義務対象になり続けるのか。 

本制度では、都内年間供給面積が

20,000 ㎡以上である年度において義

務対象者となります。１度義務対象者

になったからといって、それ以降も自

動的に義務対象者となるわけではあ

りません。 

例えば、令和７年度の都内年間供給面

積が 20,000 ㎡以上、令和８年度は

20,000㎡未満である場合、令和７年度

は義務対象となり、令和８年度は義務

対象となりません。 

 

３ 年間の供給面積に、延べ面積

2,000 ㎡以上の建築物もカウ

ントするのか。 

延べ面積 2,000㎡以上の建築物はカウ

ントに含めません。 

 

４ 増築は対象外とのことだが、住

宅団地など、既存の別棟がある

敷地内に新築し、確認申請上、

増築となる建築物も対象外か。 

既存棟の増築ではなく、同一敷地内に

別棟として新築する中小規模特定建

築物は、本制度の対象です。 

 

５ 新築するマンションの同一敷

地内に新築する附属建築物（駐

輪場、ごみ置き場等）の延べ面

積もマンションの面積に足し

合わせて供給面積にカウント

するのか。 

附属建築物の延べ面積は供給面積に

含めません。 

 

６ 住宅展示場に新築する展示住

宅は、供給面積にカウントしな

ければならないか。 

展示住宅が仮設建築物である場合は

制度対象外です。仮設建築物ではない

展示住宅については、分譲等事業者・

建設請負事業者が建設等する規格建

築物であれば制度対象となります。 

令和 6 年 11 月 29 日

修正 
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７ 当社は主に分譲戸建住宅を供

給するため、建物分譲等事業者

に該当するが、建設請負事業者

としても、注文戸建住宅や共同

住宅を供給する場合、年間供給

面積にこれらの住宅もカウン

トする必要があるのか。 

主に建物分譲等事業者として建物を

供給している事業者が、建設請負事業

者として供給する建物がある場合、そ

の両方を年間供給面積にカウントす

る必要があります。それらの合計が都

内年間延べ面積で 20,000 ㎡以上とな

る場合、特定供給事業者として義務対

象者となります。 

 

８ 令和６年度中に確認済証が発

行された建築物は、令和７年度

以降に計画変更の確認済証が

発行されても、制度対象外とい

う取扱でよいか。 

ご認識のとおりです。 

変更時の確認済証ではなく、最初の確

認済証が発行された年度で判断しま

す。 

 

９ 当社が建築主となり新築した

投資用マンションを、完成後に

オーナーに１棟売却する場合

も、当社がこの建物の制度対象

となるのか。 

自ら定める規格に基づき新築した共

同住宅を第三者に１棟売却する場合

も、「分譲」に当たるため、建物分譲等

事業者として当該共同住宅の制度対

象者となります。 

 

10 延べ面積 2,000 ㎡以上の大規

模新築建築物を対象とする「建

築物環境計画書制度」におい

て、延べ面積 2,000㎡未満の建

築物の計画書を任意に提出で

きる仕組みがある。任意に計画

書を提出した建築物は、本制度

（報告書制度）では対象外とし

て取り扱われるのか。 

建築物環境計画書を任意に提出した

建築物であっても、建物供給事業者が

建設等する中小規模特定建築物であ

れば、本制度の対象となります。 

 

11 標準仕様書等、予め自ら定めた

仕様やリストが一切なく、建築

物ごとにゼロから検討する建

築物は、規格建築物に該当する

か。 

ご質問のケースのように、ゼロから検

討する建築物は、規格建築物には該当

しません。ただし、何かしら用意して

いる仕様やリストがある場合は、規格

建築物に該当します。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

12 工事施工者は、新築建物の構造

及び設備に関する仕様を建築

主に提供するが、設計を行って

おらず、建築主の仕様決定に直

接関わっていない事例がある。

この場合、建築主と工事施工者

のどちらが制度対象者となる

のか。 

建築主が自ら居住、賃貸、分譲等する

かを問わず、新築する建物の「規格」

を定める者が、その建物の制度対象者

（建物供給事業者）となります。御質

問の場合、建設を請け負う者（工事施

工者）が用意している建物の構造や設

備に関するリストに基づき、建築主に

仕様を提案したり、仕様を選択させた

令和 6 年 11 月 29 日

追加 
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りしていることから、工事施工者がそ

の建物の「規格」を定めており、制度

対象者（建物供給事業者）となります。 

13 テナント予定のため、建築確認

時には設備等の詳細が未定で

あり、竣工後にテナントが決ま

った際に、設備等の詳細箇所を

整備する（いわゆるスケルトン

建築）場合、当該部分は規格建

築物に該当するか。 

ご質問のケースのように、新築時に設

備等の詳細が未定の場合でも、当該建

築物の構造及び設備に関する規格が

定まっていると考えられるため、規格

建築物に該当します。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

 

２ 基準（省エネ） 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 当社は注文戸建住宅の住宅ト

ップランナー事業者であるが、

当社が新築する分譲戸建住宅

においても住宅トップランナ

ーの基準（ＵＡ≦0.87、平均住

宅用途ＢＥＩ≦0.85）が適用さ

れるのか。 

住宅トップランナー事業者ではない

分譲戸建住宅には、表４の住宅トップ

ランナー事業者が建設等する場合の

基準は適用されません。同表の「その

他の住宅」の基準（ＵＡ≦0.87、住宅

用途ＢＥＩ≦1.0）が適用されます。 

 

２ 注文請負で建設する二世帯住

宅が、確認申請上「長屋」とな

る場合、省エネルギー性能基準

はどの区分が適用されるのか。 

分譲マンション又は賃貸アパートの

どちらかの区分で住宅トップランナ

ー事業者である場合、いずれの共同住

宅にも表４の住宅トップランナー事

業者が供給する共同住宅の基準（ＵＡ

≦0.87、平均住宅用途ＢＥＩ≦0.9）が

適用されます。 

分譲マンションと賃貸アパートのど

ちらも住宅トップランナー事業者で

はない場合、同表の「その他の住宅」

の基準（ＵＡ≦0.87、住宅用途ＢＥＩ

≦1.0）が適用されます。 

 

３ 賃貸アパートの住宅トップラ

ンナー事業者ではあるが、分譲

マンションは住宅トップラン

ナー事業者ではない場合、分譲

マンションには「その他の住

宅」の基準が適用されることで

良いか。 

本制度では、分譲マンション又は賃貸

アパートのどちらかの区分で住宅ト

ップランナー事業者である場合、いず

れの共同住宅にも表４の住宅トップ

ランナー事業者が建設等する共同住

宅の基準（ＵＡ≦0.87、平均住宅用途

ＢＥＩ≦0.9）が適用されます。 
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そのため、賃貸アパートの住宅トップ

ランナー事業者である場合は、新築す

る分譲マンションに対しても、表４の

住宅トップランナー事業者が建設等

する共同住宅の基準（ＵＡ≦0.87、平

均住宅用途ＢＥＩ≦0.9）が適用され

ます。 

４ 注文戸建住宅の区分で住宅ト

ップランナー事業者である者

が、店舗併用の戸建住宅を注文

請負で建設する場合、住宅部分

には注文戸建住宅の基準（ＵＡ

≦0.87、平均住宅用途ＢＥＩ≦

0.8）が適用されるのか。 

店舗併用の注文戸建住宅は住宅トッ

プランナー制度の対象ではないため、

注文戸建住宅の区分で住宅トップラ

ンナー事業者である者が建設する場

合も、表４の「その他の住宅」の基準

（ＵＡ≦0.87、住宅用途ＢＥＩ≦1.0）

が適用されます。 

 

５ 建築物省エネ法において、仕様

基準等を用いて省エネ基準適

合を示す場合など、建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定（以

下、「省エネ適判」と言う。）を

行うことが比較的容易である

場合は、省エネ適判を省略する

ことが可能とされているが、省

エネ適判や第三者機関の評価

は必須か。 

本制度において、省エネ適判や第三者

機関の評価は必須ではありません。建

築物省エネ法や建築基準法等におけ

る手続きが適正に行われていれば、問

題ありません。 

令和 7年 3月 28日追

加 

 

３ 基準（再エネ） 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 分譲戸建住宅に住宅以外の用

途が併存する複合建築物の場

合、誘導すべき再エネ設置基

準の棟当たり基準量は４ｋＷ

と５ｋＷのどちらが適用され

るのか。 

分譲戸建住宅に適用する「４ｋＷ」を

適用します。 

 

２ 建物上だけでなく、敷地内へ

の設置も認められるとのこと

だが、住宅団地で、新築する共

同住宅と同じ敷地にある既存

の共同住宅に再エネ利用設備

貴社が過去に建設等した共同住宅に

貴社が設置する場合、既存建築物への

設置として計上できます。（ただし設

置基準の２割までの上限あり。詳細は

ガイドライン第２章第４を参照） 
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を設置した場合、設置容量と

して計上できるのか。 

３ 共同住宅の新築に際し、同一

敷地内に駐輪場を整備する

が、この駐輪場の屋根に設置

した太陽光パネルも設置容量

として計上可能か。 

共同住宅の敷地内において、共同住宅

を建設等する建物供給事業者が、共同

住宅と一体的に整備する駐輪場等の

附属建築物に太陽光パネルを設置す

る場合も、当該共同住宅への設置とし

て計上可能です。 

 

４ 算定除外可能建物として再エ

ネ設置基準が適用されない建

築物は、本制度の対象外とし

てよいか。 

算定除外可能建築物として、再エネ設

置基準が適用されない建築物であっ

ても、都内年間供給面積に計上する必

要があり、また、省エネルギー性能基

準や充電設備整備基準への適合、環境

性能の説明、報告書の作成・提出が義

務付けられます。 

 

５ 算定除外可能建築物について

事前に都へ図面等を提出し確

認を受けることが不要となっ

たが、判断に迷う事例が出た

場合に事前に図面等により確

認をしてもらうことは可能

か。 

可能です。判断に迷う場合は、都度ご

相談ください。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

６ 算定除外可能建築物の「屋根」

の範囲について、同じ階にあ

る居室から連続するルーフバ

ルコニーは「屋根」に含まない

とあるが、居室ではない室か

ら連続するルーフバルコニー

は「屋根」に含まれるのか。 

ルーフバルコニーを「屋根」に含むか

どうかは、ルーフバルコニーへ出入り

する室が、建築基準法上の居室か否か

によって判定します。連続する室が居

室の場合は「屋根」に含みませんが、

居室ではない場合は「屋根」に含みま

す。 

令和 7年 3月 28日追

加 

７ 算定除外可能建築物の「屋根」

の範囲について、庇としての

機能を有する部分が「屋根」と

一体化しているが、当該部分

も「屋根」に含まれるか。 

庇としての機能を有する部分が「屋

根」と一体化している場合は「屋根」

に含まれます。 

令和 7年 3月 28日追

加 

 

 

４ 基準（充電設備） 

 質問 回答 追加・修正日 
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１ 基準を適用しない駐車区画と

して、「当該特定供給事業者以

外のものによって整備される

駐車区画」とあるが、具体的に

はどのようなものが該当する

のか。 

例えば、特定供給事業者が新築する賃

貸アパートの敷地内に、このアパート

のオーナーが、別途、駐車場運営事業

者と契約し、近隣向けの時間貸し駐車

場を整備するケースが該当します。 

 

２ 戸建住宅を新築する際、屋外

コンセントを標準装備してい

る。これで充電設備の基準に

適合するか。 

屋外の散水等のために設ける屋外用防

雨コンセントとは別に、電気自動車に

充電するための規格に適合した充電用

コンセント等を設置することが必要で

す（詳細はガイドライン第２章第５参

照）。 

なお、新築時にコンセント本体は設置

せずに住宅内に配管等を整備する場合

も、屋外用防雨コンセント用の配線と

は別に、充電用コンセント専用の配管

等を敷設しておくことが必要です。 

 

３ 新築時に将来設置予定の充電

用コンセントの設置に適した

幹線サイズ、配管径、配線の種

類等を敷設し、充電用コンセ

ントを設置するまでの間は、

充電用コンセント以外のコン

セントを設置している場合

も、配管等の整備を行ったも

のとして、整備基準に適合す

るか。 

適合します。ただし、この場合も、敷

設する配管等は充電設備の設置に適し

たもの（内線規程（（一社）日本電気協

会）等、充電設備の設置に係る各規定

を順守したもの）であることが必要で

す。 

令和 7年 3月 28日追

加 

４ 何らか配管を住宅内に整備し

ておけば、充電設備の基準に

適合するということか。 

充電設備整備基準における「配管等の

整備」は、新築時に充電設備を必要と

しない場合であっても、将来、充電設

備を設置する際に最小限の工事で済む

よう、充電設備のための配管等を新築

時に敷設しておくものです。そのため、

充電設備の設置に適した配管又は配線

を敷設することにより基準に適合しま

す。 

 

５ 電気自動車充電設備を整備す

る時には、どのような規定を

順守すればよいのか。 

電気事業法のほか、それを補完する内

線規程や、関連団体が発出するガイド

ライン等において、配線設計や充電設

備の仕様等に関するルールが示されて
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います。整備にあたっては、これらの

最新規定を確認する必要があります。 

６ 注文請負で建設する共同住宅

において、駐車場８台分を共

同住宅に附属するものとして

整備し、２台分を共同住宅の

オーナーとは別の者からの注

文請負で同一敷地内に整備す

る場合、駐車区画を 10台分整

備するとして基準が適用され

るのか。 

ご質問のケースでは、建物供給事業者

が共同住宅とともに整備する駐車区画

（質問の事例では８台）が対象となる

ため、充電設備整備基準は適用されま

せん。 

 

７ 機械式駐車場は基準を適用し

ないとのことだが、マンショ

ンで、機械式５台、平置き５台

で合計 10台分の駐車区画を整

備する場合、基準は適用され

るのか。 

駐車区画の区画数は、基準が適用され

る駐車区画で判断します。ご質問のケ

ースでは、一戸建て以外の建築物で平

置きが５区画のため、充電設備整備基

準（10区画以上で適用）は適用されま

せん。 

 

８ 店舗を併用した住宅や、二世

帯住宅の場合、一戸建て住宅

に該当するか。 

建築基準法の戸建住宅に該当する場合

は一戸建て住宅、共同住宅・長屋・併

用住宅等に該当する場合は一戸建て住

宅以外の建築物に該当します。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

９ 駐車区画数を細かく把握して

いないが、一戸建て住宅の場

合は駐車区画の有無、一戸建

て住宅以外の建築物の場合は

10 区画以上かどうかが分かれ

ば良いため、報告書への記載

方法を簡素化できないか。 

「区画有（10 区画未満）」という簡易

的な記載方法を可能とします。報告書

の記載方法の詳細は、別途作成する報

告書作成マニュアルをご覧ください。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

10 注文請負で建設する共同住宅

において、駐車場を敷地内に

８台分整備し、スペースや周

辺環境等の関係で敷地外に隔

地駐車場を２台分整備する場

合、駐車区画を 10台分整備す

るとして基準が適用されるの

か。 

敷地外に整備した駐車区画は対象外と

なるため、ご質問のケースでは、敷地

内に整備する駐車区画（質問の事例で

は８台）が対象となり、一戸建て住宅

以外の建築物において 10 区画未満の

ため充電設備整備基準は適用されませ

ん。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

11 報告書の記載事項を示す書類

及び図書を保管が必要とのこ

とだが、電気自動車充電設備

整備基準における配管等の整

図面上に、受電設備から充電設備設置

予定場所まで配管（又は配線）が敷設

されている旨の文言を明記していただ

くことや、施工写真により敷設が確認

令和 7年 3月 28日追

加 
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備においては、図面上、充電設

備設置予定場所のみ図示さ

れ、配管又は配線は図示でき

ない。図面に何かしらの文言

を記載する方法でも良いか。 

できるようにするなどの方法により、

記載事項を示す書類及び図書としてく

ださい。 

12 住宅団地等のように、建築基

準法 86条の認定を受ける場合

など、１敷地に複数棟の建築

物が存する時の充電設備整備

基準の区画数の考え方はどう

なるか。 

各棟における建築確認申請上の仮想敷

地内の駐車施設の区画数で、 

充電設備整備基準の適用・適合を判断

します。 

令和 7年 3月 28日追

加 

 

５ 環境性能の説明 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 注文請負で建設する建築物に

ついて、令和６年度中に建築主

と新築の契約をし、確認済証が

令和７年度に発行される場合、

制度施行前の令和６年度中に

建築主へ説明しなければなら

ないのか。 

令和７年度以降に契約する建築物を

対象に説明すればよく、令和６年度中

に契約するものは説明義務の対象外

です。 

なお、新築する建築物の環境性能は、

建築主が注文を判断する際に重要な

情報であるため、制度施行前であって

も、説明することを推奨します。 

 

２ 延べ面積 2,000 ㎡以上の大規

模新築建築物を対象とする「建

築物環境計画書制度」では、延

べ面積 2,000 ㎡未満のマンシ

ョンも任意に計画書を提出し、

販売広告へマンション環境性

能表示を表示することができ

る仕組みになっている。このよ

うにマンション環境性能表示

をした場合、建築物環境報告書

制度における購入者への説明

は不要になるか。 

任意に建築物環境計画書を提出し、マ

ンション環境性能表示を表示した建

築物であっても本制度が適用され、説

明書の交付及び購入者への説明が必

要となります。 

 

３ 当社が建物分譲等事業者とし

て規格を定め、新築する住宅の

施工を当社グループ会社が請

け負う場合、環境性能の説明は

当社だけが行えばよいのか。 

ご認識のとおりです。 

当該住宅の義務対象者である貴社に

のみ、環境性能の説明が義務付けられ

ます。 

 



（別冊）                      

 

9 

４ 交付した説明書の写しを一定

期間保管しなければならない

とあるが、いつまで保管すれば

よいのか。 

説明を行った中小規模特定建築物の

確認済証の交付がされた日の属する

年度の翌々年度（末日）まで保管する

必要があります。 

なお、説明後、契約に至らなかった建

築物の説明書は保管不要です。 

 

５ 工場等の場合、断熱性能の基準

がないが、どのように記載すれ

ばよいか。 

断熱性能の基準が適用されないこと

が分かるように―（ハイフン）と記載

してください。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

６ 建築物の環境性能等に関する

説明書について、参考様式の記

載内容を網羅するものであれ

ば、記載・説明事項を追加等し

て独自に作成するものを使用

することも可能ということだ

が、参考様式に記載されている

「任意記載欄」の欄自体を削除

しても良いか。 

「任意記載欄」であるため、欄自体を

削除することも可能です。 

令和 7年 3月 28日追

加 

７ 建築物の環境性能等に関する

説明書について、説明者や説明

を受ける方の署名（自署）は必

要か。 

説明者や説明を受ける方の氏名を説

明書に記載していただく必要はあり

ますが、署名（自署）は必要ありませ

ん。 

令和 7年 3月 28日追

加 

 

６ 報告書の作成・提出 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 省エネ性能に影響する断熱や

設備の変更であっても、軽微

なものであれば計画時の性能

（省エネ計算結果）を記載し

て報告してよいか。 

本制度の基準適合状況が変わらない

範囲で、建築物省エネ法の軽微な変更

に該当し省エネ性能の再計算が不要

な場合は、変更後の内容ではなく建築

確認申請時点の実施計画の内容に基

づき報告することも可能です。 

令和 6 年 11 月 29 日

修正 

２ 太陽光パネルを設置しない計

画で確認済証が発行された建

築物ではあるが、建物構造上、

２ｋＷ設置可能であったこと

から、計画変更して設置した

場合、設置量としてカウント

できるのか。 

建築確認申請時点の実施計画から変

更が生じた場合、変更後の内容に基づ

き報告してください。 

令和 6 年 11 月 29 日

修正 
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７ 報告書の公表・勧告等 

 質問 回答 追加・修正日 

１ 特定供給事業者だが報告書の

提出を行わない場合や、各義

務基準に適合しない場合、罰

則はあるか。 

正当な理由なく報告書の提出を行わ

ない場合、都による勧告の対象となり

ます。また、各義務基準に適合しない

場合、都による指導・助言・勧告の対

象となります。いずれの場合も、勧告

を受けた者が、正当な理由なく当該勧

告に従わない場合は、違反者の公表と

してホームページ等に公表されます。 

令和 6 年 11 月 29 日

追加 

 


